
 
 

参考資料 
令和３年第１回三豊市議会定例会 

提出議案（条例関係）新旧対照表 

 
  ページ番号 

・議案第２６号関係 ・・・ １ 
 （三豊市こども・子育て支援センター機能等検討委員会設置条例

の制定について） 

・議案第２７号関係 ・・・ ２ 
 （三豊市立学校適正規模・適正配置検討委員会設置条例の制

定について） 

・議案第２８号関係 ・・・ ３ 
 （政治倫理の確立のための三豊市長の資産等の公開に関する条

例の一部改正について） 

・議案第２９号関係 ・・・ ４ 
 （三豊市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部

改正について） 

・議案第３０号関係 ・・・ ５ 
 （三豊市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正につい

て） 

・議案第３１号関係 ・・・ ６ 
 （三豊市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

の一部改正について） 

・議案第３２号関係 ・・・ ８ 
 （三豊市産地形成促進施設条例等の一部改正について） 

・議案第３３号関係 ・・・ １０ 
 （三豊市国民健康保険条例の一部改正について） 

・議案第３４号関係 ・・・ １１ 
 （三豊市介護保険条例の一部改正について） 

・議案第３５号関係 ・・・ １２ 
 （三豊市地域子育て支援センター条例の一部改正について） 

  



 
 

・議案第３６号関係 ・・・ １３ 
 （三豊市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例の一部改正について） 

・議案第３７号関係 ・・・ １４ 
 （三豊市市営住宅設置及び管理条例の一部改正について） 

・議案第３８号関係 ・・・ １６ 
 （三豊市定住促進住宅設置及び管理条例の一部改正について） 

・議案第３９号関係 ・・・ １８ 
 （三豊市事業所内子育て支援環境整備推進事業補助金審査委

員会設置条例の廃止について） 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 



 

【議案第２６号関係】 

 

   三豊市こども・子育て支援センター機能等検討委員会設置条例 新旧対照表（抄） 

 

【附則第３項関係】 三豊市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成１８年三豊

市条例第５５号) 一部改正 

改正後（案） 現   行 

別表(第2条関係) 別表(第2条関係) 
(単位：円) (単位：円) 

区分 報酬額 
略 

子どもの貧困対策検討委員会委員 日額 8,000 
こども・子育て支援センター機能等検討

委員会委員 
日額 8,000 

障害者福祉計画策定委員会委員 日額 8,000 
略 

 

区分 報酬額 
略 

子どもの貧困対策検討委員会委員 日額 8,000 

障害者福祉計画策定委員会委員 日額 8,000 
略 

 

 備考 略  備考 略 
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【議案第２７号関係】 

 

   三豊市立学校適正規模・適正配置検討委員会設置条例 新旧対照表（抄） 

 

【附則第３項関係】   三豊市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成１８年

三豊市条例第５５号) 一部改正 

改正後（案） 現   行 

別表(第2条関係) 別表(第2条関係) 
(単位：円) (単位：円) 

区分 報酬額 
略 

学校給食検討委員会委員 日額 8,000 
学校適正規模・適正配置検討委員会委員 日額 8,000 
三豊市プロポーザル審査委員会委員 日額 8,000 

略 
 

区分 報酬額 
略 

学校給食検討委員会委員 日額 8,000 

三豊市プロポーザル審査委員会委員 日額 8,000 
略 

 

 備考 略  備考 略 
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【議案第２８号関係】 
 
   政治倫理の確立のための三豊市長の資産等の公開に関する条例（平成１８年三豊市条例第２６４号） 一

部改正 新旧対照表（抄） 
 

改正後（案） 現   行 

(資産等報告書等の保存及び閲覧) (資産等報告書等の保存及び閲覧) 
第5条 略 第5条 略 
2 何人も、市長に対し、前項の規定により保存されている

資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに

関連会社等報告書の閲覧を請求することができる。 

2 市民は、市長に対し、前項の規定により保存されている

資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに

関連会社等報告書の閲覧を請求することができる。 
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【議案第２９号関係】 
 
   三豊市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１８年三豊市条例第４２号） 一部改正 新 

旧対照表（抄） 
 

改正後（案） 現   行 

(派遣職員の給与) (派遣職員の給与) 
第4条 派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関

する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をい

う。以下同じ。)である派遣職員及び技能労務職員(地方公

営企業等の労働関係に関する法律附則第5項の規定の適用

を受ける職員をいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。

以下第6条までにおいて同じ。)のうち、法第6条第2項に規

定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、

三豊市職員の給与に関する条例(平成18年三豊市条例第61
号)第2条、第16条の2及び第24条の2に規定する給与のそれ

ぞれ100分の100以内を支給することができる。 

第4条 派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関

する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をい

う。以下同じ。)である派遣職員及び技能労務職員(地方公

営企業等の労働関係に関する法律附則第5項の規定の適用

を受ける職員をいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。

以下第6条までにおいて同じ。)のうち、法第6条第2項に規

定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、

給料、扶養手当、住居手当及び期末手当        

                      のそれ

ぞれ100分の100以内を支給することができる。 
(職務に復帰した職員に関する三豊市職員の給与に関する

条例の特例) 
(職務に復帰した職員に関する三豊市職員の給与に関する

条例の特例) 
第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員

及び技能労務職員である職員を除く。)に関する三豊市職員

の給与に関する条例             第30条
第1項の規定の適用については、派遣先団体において就い

ていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22
年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該業務に係る

就業の場所を地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121
号)第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみな

した場合に同項及び同条第3項に規定する通勤に該当する

ものに限る。)を含む。)を公務とみなす。 

第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員

及び技能労務職員である職員を除く。)に関する三豊市職員

の給与に関する条例(平成18年三豊市条例第61号)第30条
第1項の規定の適用については、派遣先団体において就い

ていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22
年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該業務に係る

就業の場所を地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121
号)第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみな

した場合に同項及び同条第3項に規定する通勤に該当する

ものに限る。)を含む。)を公務とみなす。 
(企業職員又は技能労務職員である派遣職員の給与の種類) (企業職員又は技能労務職員である派遣職員の給与の種類) 

第7条 企業職員又は技能労務職員である派遣職員のうち、法

第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員

派遣の期間中、三豊市技能労務職員の給与の種類及び基準

を定める条例(平成18年三豊市条例第62号)第2条に規定す

る給与を支給することができる。 

第7条 企業職員又は技能労務職員である派遣職員のうち、法

第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員

派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当 

                          

    を支給することができる。 
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【議案第３０号関係】 

 

   三豊市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成１８年三豊市条例第６３号) 一部改正 新旧対照表（抄） 

 
改正後（案） 現   行 

別表(第2条関係) 別表(第2条関係) 
手当の種類 支給を受ける職員の

範囲 
支給額 

略 
医療業務従

事手当 
医務手

当 
医療業務に従事する

医師 
給料月額の110／
100以内 

危険手

当 
医療業務に従事する

もの(医師を除く。) 
月額 4,000円以内 

夜間看

護手当 
永康病院に勤務する

看護業務に従事する

職員で、夜間の勤務

に従事したもの 

1回 4,000円以内 

待機手

当 
永康病院に勤務する

診療放射線技師、臨

床検査技師で、救急

患者の診療等の業務

のため正規の勤務時

間以外に自宅等にお

いて待機を命ぜられ

たもの 

1回 1,000円 

 

手当の種類 支給を受ける職員の

範囲 
支給額 

略 
医療業務従

事手当 
医務手

当 
医療業務に従事する

医師 
給料月額の110／
100以内 

危険手

当 
医療業務に従事する

もの(医師を除く。) 
月額 4,000円以内 

夜間看

護手当 
永康病院に勤務する

看護業務に従事する

職員で、夜間の勤務

に従事したもの 
 

1回 4,000円以内 
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【議案第３１号関係】 
 
   三豊市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年三豊市条例第３号） 一部改正

新旧対照表（抄） 
 

改正後（案） 現   行 

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当) (期末手当) 
第15条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当は、6月1日
及び12月1日(以下これらの日を｢基準日｣という。)にそれぞ

れ在職する任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員

に対して、それぞれ6月30日及び12月10日(これらの日が休

日、土曜日又は日曜日に当たるときは、それぞれその日前

において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でな

い日)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、

又は死亡したフルタイム会計年度任用職員についても、同

様とする。 

第15条 給与条例第26条から第28条までの規定は、任期が6
月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。 

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会
計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計

が6月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定す

る任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項   

           において同じ。)は、当該フルタイ

ム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任

期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。 

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会
計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計

が6月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定す

る任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに

第23条第2項及び第3項において同じ。)は、当該フルタイ

ム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任

期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。 
3 略 3 略 
4 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の額は、期末手

当基礎額に100分の130を乗じて得た額に、基準日以前6箇
月以内の期間におけるその者がフルタイム会計年度任用

職員として勤務した期間の次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

 

 (1) 6箇月 100分の100  
 (2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80  
 (3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60  
 (4) 3箇月未満 100分の30  
5 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職

し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあって

は、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計

年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する

地域手当の月額の合計額とする。 

 

6 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の在職期間の算

定、支給制限及び支給の一時差止めについては、常勤職員

の例による。 

 

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当) (期末手当) 
第23条 第15条の規定は、任期が6月以上のパートタイム会

計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者と

して規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)
について準用する。この場合において、同条第5項中「そ

れぞれその基準日現在（退職し、又は死亡したフルタイム

会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現

在）においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給

料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあ

るのは、「それぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員に

あっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパート

タイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬

(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で

第23条 給与条例第26条から第28条までの規定は、任期が6
月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤

務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下

この条において同じ。)について準用する。この場合におい

て、給与条例第26条第4項中「それぞれの基準日現在(退職

し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した

日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月

額並びに医療職給料表(一)の適用を受ける職員以外にあっ

てはこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるの

は、「それぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあっ

ては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイ

ム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フル

6



 

定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるも

のとする。 
タイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定め

る額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものと

する。 
 2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1

会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合

計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度

任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以

上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。 
 3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末

日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパ

ートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6
月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計

年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計

が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパー

トタイム会計年度任用職員とみなす。 
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【議案第３２号関係】 

 

   三豊市産地形成促進施設条例等の一部を改正する条例 新旧対照表（抄） 

 

【第１条関係】 三豊市産地形成促進施設条例（平成１８年三豊市条例第１５７号） 一部改正  

改正後（案） 現   行 

別表第2(第7条関係) 別表第2(第7条関係) 
1 三豊市高瀬町産地形成促進施設  1 三豊市高瀬町産地形成促進施設  
 略  略 
2 三豊市山本町産地直売所  2 三豊市山本町産地直売所  
 略  略 
3 たからだの里「物産館」 3 たからだの里「物産館」 

(単位：円) (単位：円) 
区分 利用料金 

略 
喫茶コーナー 月額71,200 
ＲＶパーク 1区画1泊3,000 

 

室名 利用料金 
略 

喫茶コーナー 月額71,200 
 

 
【第２条関係】 三豊市弥谷山ふれあいの森公園条例（平成１８年三豊市条例第１８４号） 一部改正  

改正後（案） 現   行 

別表第1(第2条関係) 別表第1(第2条関係) 
名称 位置 

生涯学習研修施設ふれあいパ

ークみの 
三豊市三野町大見乙地内 

物産館 
コスモランドみの(遊具・広場)
駐車場・トイレ 
ＲＶパーク 
その他公が設置した公園内施

設 
 

名称 位置 
生涯学習研修施設ふれあいパ

ークみの 
三豊市三野町大見乙地内 

物産館 
コスモランドみの(遊具・広場)
駐車場・トイレ 
 
その他公が設置した公園内施

設 
 

別表第2(第8条関係) 別表第2(第8条関係) 
(単位：円) (単位：円) 

区分 金額 備考 
略 

滑り台マット 1枚 100 
ＲＶパーク 1区画1泊 3,000 

 

区分 金額 備考 
略 

滑り台マット 1枚 100 
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【第３条関係】 三豊市父母ケ浜海水浴場施設条例（平成１８年三豊市条例第１８７号） 一部改正  

改正後（案） 現   行 

別表(第7条関係) 別表(第7条関係) 
利用料金 利用料金 

(単位：円) (単位：円) 
施設名 区分 金額 

略 
駐車場 自家用車(1台) 1日1回 500 

バス(中型1台) 1日1回 1,000 
バス(大型1台) 1日1回 2,500 

ＲＶパーク 1区画 1泊 3,000 
備考 

施設名 区分 金額 
略 

駐車場 自家用車(1台) 1日1回 500 
バス(中型1台) 1日1回 1,000 
バス(大型1台) 1日1回 2,500 

 
備考 

略 略 
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【議案第３３号関係】 

 

   三豊市国民健康保険条例（平成１８年三豊市条例第１３３号） 一部改正 新旧対照表（抄） 

 

改正後（案） 現   行 

附 則 附 則 
1～4 略 1～4 略 

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る

傷病手当金) 
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る

傷病手当金) 
5 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規

定する給与等をいい､賞与(健康保険法第3条第6項に規定す

る賞与をいう｡)を除く｡以下同じ｡)の支払を受けている被

保険者が療養のため労務に服することができないとき(新
型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス

属のコロナウイルス(令和2年1月に､中華人民共和国から

世界保健機関に対して､人に伝染する能力を有することが

新たに報告されたものに限る｡)である感染症をいう｡以下

同じ｡)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染

症の感染が疑われるときに限る｡)は､その労務に服するこ

とができなくなった日から起算して3日を経過した日から

労務に服することができない期間のうち労務に就くこと

を予定していた日について､傷病手当金を支給する｡ 

5 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規

定する給与等をいい､賞与(健康保険法第3条第6項に規定す

る賞与をいう｡)を除く｡以下同じ｡)の支払を受けている被

保険者が療養のため労務に服することができないとき(新
型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)
附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症  

                         

                         

   に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染

症の感染が疑われるときに限る｡)は､その労務に服するこ

とができなくなった日から起算して3日を経過した日から

労務に服することができない期間のうち労務に就くこと

を予定していた日について､傷病手当金を支給する｡ 
6～10 略  6～10 略  
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【議案第３４号関係】 

 

   三豊市介護保険条例（平成１８年三豊市条例第１３７号） 一部改正 新旧対照表（抄） 

 

改正後（案） 現   行 

(保険料率) (保険料率) 
第2条 令和3年度から令和5年度まで の各年度における保

険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ

それぞれ当該各号に定める額とする。 

第2条 平成30年度から令和2年度までの各年度における保

険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ

それぞれ当該各号に定める額とする。 
(1)～(9) 略 (1)～(9) 略 

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減

額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度にお

ける保険料率は、同号の規定にかかわらず、2万1,600円と

する。 

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減

額賦課に係る令和2年度の              

  保険料率は、同号の規定にかかわらず、2万1,600円と

する。 
3 第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の

減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度に

おける保険料率は、同号の規定にかかわらず、3万6,000円
とする。 

3 第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の

減額賦課に係る令和2年度の             

   保険料率は、同号の規定にかかわらず、3万6,000円
とする。 

4 第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の

減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度に

おける保険料率は、同号の規定にかかわらず、5万400円と

する。 

4 第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の

減額賦課に係る令和2年度の             

   保険料率は、同号の規定にかかわらず、5万400円と

する。 
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【議案第３５号関係】 

 

   三豊市地域子育て支援センター条例（平成２７年三豊市条例第３１号） 一部改正 新旧対照表（抄） 

 
改正後（案） 現   行 

(名称及び位置) (名称及び位置) 
第2条 子育て支援センターの名称及び位置は、次のとおり

とする。 
第2条 子育て支援センターの名称及び位置は、次のとおり

とする。 
名称 位置 

(削除) 
 
三豊市豊中地域子育て支援セ

ンター 

 
 
三豊市豊中町笠田笠岡2536番
地1 

三豊市仁尾地域子育て支援セ

ンター 
三豊市仁尾町仁尾丁636番地1 

 

名称 位置 
三豊市高瀬地域子育て支援セ

ンター 
三豊市高瀬町上高瀬751番地2
4 

三豊市豊中地域子育て支援セ

ンター 
三豊市豊中町笠田笠岡2536番
地1 

三豊市仁尾地域子育て支援セ

ンター 
三豊市仁尾町仁尾丁636番地1 
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【議案第３６号関係】 

 

   三豊市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成１８年三豊市条例第５５

号） 一部改正 新旧対照表（抄） 

 

改正後（案） 現   行 

別表(第2条関係) 別表(第2条関係) 
(単位：円) (単位：円) 

区分 報酬額 
略 

鳥獣被害対策実施隊員 年額 10,000 
略 

 

区分 報酬額 
略 

鳥獣被害対策実施隊員 年額 2,000 
略 

 

備考 略 備考 略 
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【議案第３７号関係】 

 

   三豊市市営住宅設置及び管理条例（平成１８年三豊市条例第２０２号） 一部改正 新旧対照表（抄） 

 

改正後（案） 現   行 

(公募の例外) (公募の例外) 
第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、

市営住宅に入居させることができる。 
第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、

市営住宅に入居させることができる。 
(1)～(4) 略  (1)～(4) 略 
(5) 令第5条各号に掲げる事由 (5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基

づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119
号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画

整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づ

く市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却 
(削除) (6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第

1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の

認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特

別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定

公共事業の執行に伴う住宅の除却 
(削除) (7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において

「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があった

こと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日

常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったこと

その他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状

況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営

住宅に当該既存入居者が入居することが適切であるこ

と。 
(削除) (8) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の

利益となること。 
(改良住宅等入居者の資格) (改良住宅等入居者の資格) 

第7条 改良住宅に入居することができる者は、前条第1号か

ら第4号まで及び第6号の規定に該当し、改良管理要領第11
第1項及び第2項に規定するいずれかの条件を具備する者

とする。また、更新住宅にあっては改良住宅改善要綱第13
第1項各号に規定する条件を具備する者とする   。た

だし、改良住宅等に入居できる者が入居せず、又は居住し

なくなった場合については、前条の規定に基づいて入居者

を決定することができる。 

第7条 改良住宅に入居することができる者は、前条第1号か

ら第4号まで及び第6号の規定に該当し、改良管理要領第11
第1項及び第2項に規定するいずれかの条件を具備する者

とする。また、更新住宅にあっては改良管理要領第11第3
項に規定する条件を具備するものでなければならない。た

だし、改良住宅等に入居できる者が入居せず、又は居住し

なくなった場合については、前条の規定に基づいて入居者

を決定することができる。 
(同居の承認) (同居の承認) 

第15条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に

同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則

で定めるところにより、市長の承認を得なければならな

い。ただし、出生により親族となるものを除く。 

第15条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に

同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則

で定めるところにより、市長の承認を得なければならな

い。                     
(市営住宅の明渡請求) (市営住宅の明渡請求) 

第41条 略 第41条 略 
2 略 2 略 
3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の

請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居

した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住

宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差

額に第20条第2項に規定する納期限の翌日における民法

(明治29年法律第89号）第404条に定める法定利率による支

払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当

該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の

請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居

した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住

宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差

額に年5パーセントの割合              

                     による支

払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当

該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎
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月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の

金銭を徴収することができる。 
月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の

金銭を徴収することができる。 
4 略 4 略 
別表(第3条関係) 別表(第3条関係) 

1 公営住宅 1 公営住宅 
高瀬地区 略 高瀬地区 略 
山本地区 略 山本地区 略 
三野地区 略 三野地区 略 
豊中地区 略 豊中地区 略 
詫間地区 詫間地区 
名称 建設年度 位置 構造 戸数 備考 

中郷団

地 
昭和36年
度 

詫間町詫間1213番
地2 

木造平屋

建 
3   

的場団

地 
昭和36年
度 

詫間町詫間339番
地 

木造平屋

建 
3   

略 
 

名称 建設年度 位置 構造 戸数 備考 
中郷団

地 
昭和36年
度 

詫間町詫間1213番
地2 

木造平屋

建 
5   

的場団

地 
昭和36年
度 

詫間町詫間339番
地 

木造平屋

建 
9   

略 
 

仁尾地区 略 仁尾地区 略 
財田地区 略 財田地区 略 

2 改良住宅 2 改良住宅 
高瀬地区 略 高瀬地区 略 
山本地区 略 山本地区 略 
豊中地区 略 豊中地区 略 
仁尾地区 仁尾地区 
名称 建設年度 位置 構造 戸数 備考 

略 
仁尾浜

団地 
昭和58年
度 

仁尾町仁尾辛41番
地6 

簡易耐火

構造二階

建 

4   

 

名称 建設年度 位置 構造 戸数 備考 
略 

仁尾浜

団地 
昭和58年
度 

仁尾町仁尾辛41番
地6 

簡易耐火

構造二階

建 

10   

 

3・4 略 3・4 略 
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【議案第３８号関係】 

 

   三豊市定住促進住宅設置及び管理条例（平成２８年三豊市条例第３１号） 一部改正 新旧対照表（抄） 

 

改正後（案） 現   行 

(定義) (定義) 
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、

それぞれ当該各号に定めるところによる。 
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、

それぞれ当該各号に定めるところによる。 
 (1)～(4) 略  (1)～(4) 略 
 (5) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下

｢令｣という。)第1条第3号に規定する収入又は特定優良

賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建

設省令第16号)第1条第3号に規定する所得をいう。 

 (5) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号  

      )第1条第3号に規定する収入又は特定優良

賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建

設省令第16号)第1条第3号に規定する所得をいう。 

(名称、位置等) (名称、位置等) 
第3条 定住促進住宅の名称、位置、構造等は、次のとおり

とする。 
第3条 定住促進住宅の名称、位置、構造等は、次のとおり

とする。 
(1) 略 (1) 略 
(2) 位置 三豊市高瀬町比地中1447番地7 (2) 位置 三豊市高瀬町比地中1447番7 
(3)～(5) 略 (3)～(5) 略 
(公募の例外) (公募の例外) 

第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、

定住促進住宅に入居させることができる。 
第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、

定住促進住宅に入居させることができる。 
(1)・(2) 略 (1)・(2) 略 
(3) 令第5条各号に掲げる事由 (3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条第1項の規

定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法

律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土

地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38
号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却 

(削除) (4) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条
第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業

の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する

特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特

定公共事業の施行に伴う住宅の除却 
 (削除) (5) 現に入居している者(以下この号において「既存入居

者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既

存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に

身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既

存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみ

て市長が入居者を募集しようとしている定住促進住宅

に当該既存入居者が入居することが適切であること。 
(削除) (6) 入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となる

こと。 
(4) 前3号 に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める 
 者 

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める 
 者 

(敷金) (敷金) 
第19条 略 第19条 略 
2 略 2 略 
3 第1項に規定する敷金は、入居者が定住促進住宅を明け渡

すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃、共益費、

駐車場の使用料又は損害賠償金があるときは、敷金のうち

からこれを控除した額を還付する。 

3 第1項に規定する敷金は、入居者が定住促進住宅を明け渡

すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃、共益費又

は駐車場の使用料      があるときは、敷金のうち

からこれを控除した額を還付する。 
4～6 略 4～6 略 
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(定住促進住宅の明渡請求) (定住促進住宅の明渡請求) 
第27条 略 第27条 略 
2 略 2 略 
3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の

請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居

した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住

宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差

額に第17条第2項に規定する納期限の翌日における民法

(明治29年法律第89号)第404条に定める法定利率による支

払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当

該定住促進住宅の明渡しを行う日までの期間については、

毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下

の金銭を徴収することができる。 

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の

請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居

した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住

宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差

額に年5パーセントの割合              

                     による支

払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当

該定住促進住宅の明渡しを行う日までの期間については、

毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下

の金銭を徴収することができる。 
4 略 4 略 
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【議案第３９号関係】 

 

   三豊市事業所内子育て支援環境整備推進事業補助金審査委員会設置条例を廃止する条例 新旧対照

表（抄） 

 

【附則第２項関係】 三豊市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成１８年三豊

市条例第５５号) 一部改正 

改正後（案） 現   行 

別表(第2条関係) 別表(第2条関係) 
(単位：円) (単位：円) 

区分 報酬額 
略 

特定教育・保育施設等の利用に関する選

考委員会委員 
(削除) 

日額 8,000 

就学前教育・保育検討委員会委員 日額 8,000 
略 

 

区分 報酬額 
略 

特定教育・保育施設等の利用に関する選

考委員会委員 
日額 8,000 

事業所内子育て支援環境整備推進事業補

助金審査委員会委員 
日額 8,000 

就学前教育・保育検討委員会委員 日額 8,000 
略 
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